
 

 

令和４年度消費者庁行政事業レビュー公開プロセス 

議事録 

 

１．日時：令和４年６月29日（水）15:00～16:35 

２．場所：WebExテレビ会議 

３．公開プロセス対象事業名：食品ロスの削減の推進 

４．議事録： 

○植田参事官 では、15時になりましたので、開始させていただきます。 

 本日は、お忙しいところ、「令和４年度消費者庁行政事業レビュー公開プロセス」に御

出席いただき、ありがとうございます。 

 本日の進行役を務める消費者庁行政事業レビュー推進チーム副統括責任者の植田でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日の公開プロセスはオンライン開催となっております。お手数ですが、事務局

からの説明が聞こえないという場合は、適宜その旨を御発言いただくか、メッセージ機能

でお伝えいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、本日の配付資料について確認させていただきます。配付資料一覧を御覧ください。 

 本日の資料として、資料１から資料３までは１つずつのファイル、資料４については３

番まで枝番がついたファイルを事前に事務局から送付させていただいております。 

 大変恐縮ですが、資料番号が間違っておりまして、資料４－２がレビューシート、資料

４－３がロジックモデルとなっておりますけれども、逆になっておりまして、資料４－２

がロジックモデル、資料４－３がレビューシートとなっておりますので、訂正させていた

だきます。お願いいたします。 

 送付されていない資料などはございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 ありがとうございます。 

 なお、本日の会合については、随時各資料の画面共有を行いながら議事を進めさせてい

ただきます。 

場では、早速議事に入らせていただきます。 

 初めに、消費者庁行政事業レビュー推進チーム統括責任者の片岡政策立案等総括審議官

から御挨拶を申し上げます。 

○片岡審議官 消費者庁の片岡でございます。 

 有識者の皆様におかれましては、御多忙のところ、この公開プロセスに御出席いただき

まして、誠にありがとうございます。 

 冒頭、少しお時間をいただいて一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 消費者庁は、御案内のとおり、2009年に発足いたしました非常に新しい組織でございま

して、体制面では、職員が400人弱、年度予算としては約120億円という非常にコンパクト

な組織となってございます。こうした中で消費者行政の舵取り役としての役割を果たして
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いくことが求められているわけでございます。 

 昨今の消費者行政の課題としましては、一つには、特にコロナ禍で加速いたしました通

信販売などの消費のデジタル化に伴うトラブル被害の増加への対応。それから、消費生活

相談のDX化などデジタル化への対応というのが一つ。それから、SDGsの取組の中で消費者

と事業者が連携をして、消費者によりよい選択をしていただくようなエシカル消費の面で

の取組が２つ目。そして、３つ目としては、自然災害の増加ですとか、あるいはコロナの

感染症など、緊急時の対応という３つの課題が大きくあるのかなと考えてございまして、

こうした課題に対応するための必要な予算や体制の確保を進めていく必要があると考えて

ございます。 

 他方で、もともと非常に少ない予算ではございますので、無駄をなくして、効果的、そ

して、効率的に成果を最大化させていくということが求められていると考えてございます。 

 本日のこの公開プロセスをはじめといたします行政事業レビューにつきましては、こう

した要請に応えていくためにも非常に大事な機会であると考えてございます。 

 特に今日御議論いただきます食品ロス削減の推進につきましては、SDGsの取組の中で、

あるいは循環経済の実現に向けて、消費者と事業者が寄り添って協働して取組を進めてい

く必要があるというものであると考えてございます。そういった面で、特に今日はどうい

った方向での改善があり得るのかということを含めまして、有識者の皆様から客観的な視

点で御忌憚のない御意見をいただきたいと考えてございます。 

 本日はどうぞ御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○植田参事官 続きまして、本日同席いただいている内閣官房行政改革推進本部事務局の

川村参事官からも御挨拶をいただきます。お願いいたします。 

○川村参事官 行革担当の牧島大臣から御挨拶を承っております。大臣は本日都合により

出席できませんので、代読させていただきます。 

 ６月１日から、行政事業レビューの公開プロセスが各府省庁において開催されておりま

す。 

 この公開プロセスは、各府省庁が外部有識者の方々のお知恵をお借りしながら、公開の

場で自らの事業の点検を行うことにより、各事業の効率的、効果的な実施に向けた改善及

び見直しを推進するものです。 

 さらに、そうした議論を公開することで、国の行政の透明性を高め、政府の取組につい

て国民の皆様に御理解、御関心を持っていただくことも重要な意義と考えております。 

 また、デジタル技術の急速な進展やコロナ禍に見られるように、行政を取り巻く環境は

刻々と変化しており、行政の在り方も見直していかなければならないと考えています。 

 こうした考えの下、昨年の秋のレビューについては、行政の無駄の削減だけでなく、旧

来型の組織や社会をどう再構築していくかというより幅広い観点から踏み込んだ議論をい

ただきました。 
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 さらに、本年１月には行革推進会議の下にワーキンググループを設置し、行政の無謬性

神話からの脱却をテーマとして、デジタル時代にふさわしい政策形成、評価の在り方につ

いて議論をしてまいりました。その提言が去る５月31日に取りまとまり、その中で、意思

決定過程におけるEBPM的観点の導入につなげる観点から行政事業レビューを活用する旨の

御提言もいただいております。行革担当としても議論を深め、順次実行に移していきたい

と考えておりますので、この場で御協力のお願いをさせていただきます。 

 今回の公開プロセスについても、国民本位の真に効果的、効率的な実施に向けた議論の

場とすべく、御参加いただく外部有識者の方々には、行政の無謬性神話にとらわれること

なく、ここが悪かったのではないか、ここに責任があるのではないかといった何かを責め

るのではなく、こうすればよいのではないか、こんなやり方があるのではないかといった

前向きで建設的な御意見、御提案をいただければ幸いです。 

 また、消費者庁の皆様にも、御議論をしっかりと受け止め、事業の改善につなげていた

だきたいと思います。 

 以上となります。 

○植田参事官 ありがとうございました。 

 次に、資料２に基づきまして、本日御出席いただいている６名の外部有識者の皆様を御

紹介させていただきます。 

 公益財団法人交通協力会常務理事、石堂正信先生。 

 Social Policy Lab 株式会社代表取締役社長、川澤良子先生。 

 上智大学法学部教授、楠茂樹先生。 

 政策シンクタンク構想日本総括ディレクター、伊藤伸先生。 

 津田塾大学総合政策学部教授、伊藤由希子先生。 

 学校法人品川女子学院理事長、漆紫穂子先生。 

 以上６名でございます。よろしくお願いいたします。 

 なお、石堂先生には対象事業の評価結果等の取りまとめ役をお願いしたいと考えており

ますので、お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、本日の進め方について御説明いたします。 

 資料３に基づき対象事業について私から議論すべき論点を提示した後、資料４に基づき

担当課から10分程度で御説明をいたします。その後、質疑応答を45分程度行うことを予定

しております。 

 質疑、議論の終了予定時間の10分程度前を目安に、外部有識者の皆様には、所要の様式

に評価結果、コメントを記載して事務局宛にメールで御送信いただくよう御案内させてい

ただきます。 

 質疑議論が終了した後、10分程度取りまとめ役の石堂先生が中心となって評価結果及び

取りまとめコメントについて議論をしていただき、石堂先生から評価結果及び取りまとめ

コメントを発表していただきたいという段取りで行いたいと思いますので、どうぞよろし
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くお願いいたします。 

 それでは、議題に入らせていただきます。 

 まず、議論すべき論点について説明させていただきます。 

 資料３を御覧いただけますでしょうか。 

 本事業に係る論点は配付資料のとおり、１、事業目的に見合った手法の妥当性。それか

ら、２番目に成果指標の設定の妥当性。３、事業の効率性という構成で御議論いただけれ

ばということを想定しております。 

 この点を踏まえまして、皆様から忌憚のないコメント、御意見をいただきますよう、お

願いを申し上げます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、担当課から事業説明を行います。 

○食品ロス削減推進室 食品ロス削減推進室長の田中と申します。 

 先生方におかれましては、本日は御評価のほど、よろしくお願いいたします。 

 お手元資料４以降を画面共有させていただきながら、御説明をさせていただければと思

います。 

 まずは、資料４－１からスライドに沿って御説明をさせていただきます。 

 我が国では日常的に食品ロスが大量に発生している現状にあり、この問題の解決は消費

者、事業者双方にとって重要な課題となっております。 

 食品ロスは、まだ食べられるにもかかわらず、廃棄されてしまっている食品のことを指

します。 

 この食品ロス削減の推進に当たりましては、食品ロス削減推進法及び当該法律に基づき

策定された基本的な方針に沿って、国民運動として食品ロス削減が推進されるよう、関係

省庁が連携をし、様々な事業に取り組んでいるところです。 

 食品ロスの推進に関する事業予算といたしましては、令和３年度において4700万円の予

算を計上しております。消費者等への普及啓発、食品ロス削減に関する優良事例や川柳な

どの大臣表彰、諸外国における規制等の実態調査、食品ロス削減推進会議の開催など、様々

な事業に取り組んできているところです。 

 続きまして、２枚目のスライドに移らせていただきます。 

 我が国の食品ロス量は、平成28年度当時で年間643万トンと推定されておりました。これ

は国連の世界食糧計画、WFPと呼ばれておりますけれども、その量の1.6倍に相当する非常

に大きな数字となっておりました。 

 この状況を改善し、SDGs2030アジェンダでも言及をされております食品ロス削減を強力

に推し進めるべく、令和元年に多様な主体が連携し、国民運動として食品ロス削減を推進

することを目的とした食品ロス削減推進法が制定をされました。この法律は、食品ロス削

減の基本方針の策定、推進会議の設置、都道府県・市町村における削減計画の策定、優良

表彰の実施、食品ロス削減月間や食品ロス削減の日の制定などが主に規定されております。 
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 令和２年３月には、食品ロス削減推進法に基づきまして、食品ロス削減の推進に関する

基本的な方針が閣議決定をされております。この基本方針に沿って、2000年度に比較しま

して2030年度までに食品ロス量を半減させるという目標を掲げまして、その目標達成に向

け、消費者庁、農林水産省、環境省、経済産業省、厚生労働省などの関係省庁が連携し、

様々な施策を実施しているところです。 

 具体的には、消費者に対しまして買い物や外食時の留意点を示したり、あるいはドギー

バッグによる持ち帰りの推奨など、食品ロス削減に向けた消費者の行動変容の普及啓発な

どに努めております。 

 また、事業者に対しましては、賞味期限表示の大くくり化、あるいは商慣習として納品

期限、３分の１ルールと呼ばれておりますけれども、その３分の１ルールの緩和といった

商慣習の見直しなどの普及啓発に取り組んでいるところです。 

 国におきましては、消費者等への食品ロス削減の普及啓発、事業者等の取組支援、ある

いは自治体において食品ロス削減計画の策定の促進を支援するといった対応を行っており

ます。 

 これは、いずれも先ほど御説明をいたしました基本的な方針に明示されているところで

す。 

 また、食品ロス問題を認知して具体的な食品ロスの削減行動に取り組む消費者の割合を

80％にまで引き上げることもこの基本的な方針の中で目標の一つに掲げ、現在、その認知

行動率は約78％にまで達しているところです。 

 SDGs2030アジェンダにおきましては、小売、消費レベルで発生するロスをフードウェイ

ストと言っておりますけれども、そのフードウェイストを半減させる。また、生産、加工、

流通レベルでのロスをフードロスと言っておりますけれども、このフードロスを減少させ

るとの持続可能開発目標が掲げられているところですが、我が国におきましては、食品リ

サイクル法という法律に基づきまして推計された事業系の食品ロス量と、循環型社会形成

推進基本法に基づき推計されております家庭から排出される食品ロス量、これらのまだ食

べられるにもかかわらず廃棄されてしまうロスを食品ロスと法律的に定義づけ、これは我

が国独自の定義になりますけれども、その削減目標については、2030アジェンダよりもさ

らに踏み込んで、この食品ロス量を2000年度に比して2030年度までに事業系、家庭系双方

において半減させるという目標を掲げて閣議決定をしております。 

 この図に示しておりますとおり、2000年度に980万トンあった食品ロス量を2030年度まで

に489万トンにまで減少させるという目標を掲げております。2000年度以降、大企業をはじ

めとした様々な取組により、2013年度には600万トン台まで減少しておりますけれども、こ

こ数年来は600万トン台で高止まりという状況が続いておりました。 

 その関係からも、さらにこの食品ロス削減を強力に推し進めるべく、食品ロス削減推進

法が制定されたわけですけれども、今月公表されました最新の数字では、令和２年度、2020

年度の推計になりますが、我が国の食品廃棄物量は2,372万トン。そのうち食品ロス量は年
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間522万トンと推計されております。これは国民１人当たり年間41キロ、毎日に換算します

と国民１人当たりおにぎり１個を捨てている計算となります。 

 この図には示されておりませんけれども、この522万トンのうち、事業系が275万トン、

家庭系が247万トンというのが最新の数字となっておりますけれども、いずれも事業系、家

庭系がおよそ半数を占めており、食品ロス量全体を削減するためには、食品関連事業者の

商慣習の見直し等のみならず、消費者の行動変容を促していくことが重要であるというこ

ともこの一連の統計から見てとれるところです。 

 このため、消費者庁では、2030年度の半減目標に向け、事業者、消費者双方の食品ロス

を削減すべく、関係省庁と連携し、また、あるときは司令塔としての役割を果たしつつ、

様々な施策に取り組んでいるところです。 

 関係省庁が連携した取組としましては、食品ロス削減月間の周知及び我が国における食

品ロス削減の取組の啓発実施、あるいは日本フランチャイズチェーン協会と連携した「て

まえどり」キャンペーンの実施などを行っております。 

 ７枚目のスライドに移りますけれども、消費者庁の取組としましては、食品ロス削減の

普及啓発に取り組む人材となる食品ロス削減推進サポーターを育成するため、200ページに

及ぶ教材を作成して、今、この普及啓発に取り組んでいるところです。 

 ８枚目のスライドになりますけれども、食品ロス削減に取り組む著名人を起用したメデ

ィアミックスによる普及啓発活動というのも実施いたしております。 

 ９枚目のスライドになりますけれども、食品ロス削減に取り組む企業や団体の優良事例

を表彰する食品ロス削減推進大賞の大臣表彰等の実施というのも消費者庁として実施をし

ております。今年度は環境省と連携し、今、まさに募集を開始しているところです。 

 10枚目のスライドになりますけれども、食品ロス削減を我が事として考えていただく機

会を醸成するため、食品ロス・ゼロ川柳コンテストというのも実施しております。このコ

ンテストでは、全国の小学生から高齢者まで約6,600作品の応募があり、多くの学校からも

御応募いただいておりますけれども、学校の授業の一環として多くの学生からも応募いた

だくなど、幅広い世代から反響をいただいたところです。 

 このように、関係省庁が連携しつつ、各省庁の個別の事業の施策を推進しているところ

ですけれども、令和４年度の予算事業といたしましては、消費者庁においては食品ロス削

減の普及啓発、推進会議の開催、諸外国の法規制や先進事例の調査事業等に係る経費を計

上し、実施しているところです。 

 また、関係省庁につきましても、ここに示しておりますとおり、食育でありますとか食

品ロス削減総合対策事業、様々な取組を関係省庁が連携し、実施をしているところです。 

 続きまして、資料を切り換えさせていただきます。 

 参考資料としてお付けしておりますけれども、食品ロス削減の推進に関する基本的な方

針においてそれぞれ基本的施策が示されております。 

 例えば教育及び学習の振興、普及啓発等につきましては、消費者庁、農林水産省、環境
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省、あるいはここに示されておりますような関係省庁が個別の施策においてそれぞれ普及

啓発に当たっているところです。 

 資料に関しましては別途御覧いただければと思いますけれども、ここに示されておりま

すような個別施策を個々の省庁あるいは連携をした形での実施、例えばここに食品ロス削

減月間というのがありますけれども、消費者庁、農林水産省、環境省の３省庁が連携し、

この月間において食品ロス削減の普及啓発に図るというような取組も実施をしております。 

 続きまして、資料４－２になりますけれども、食品ロスの削減の推進に関しまして、資

源のインプットから国民・社会へのインパクトにつきましては、様々な普及啓発活動を通

じ、短期的には食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合を80％まで引き

上げることを目指しております。この80％を目指すということに関しての調査報告書に関

しましては、毎年度公表しているところです。 

 また、関係省庁との連携を基に、中長期的には、2000年度に比較をして2030年度までに

食品ロス量を半減させる。これは先ほどの図にもお示しいたしましたけれども、事業系、

家庭系それぞれにおいて食品ロス量を半減させる、国連の示しますフードウェイストある

いはフードロスとは必ずしも一致しない日本独自の定義ではありますけれども、さらに一

歩踏み込んで日本における食品ロスというものを事業系、家庭系双方においてしっかりと

半減をさせるべく、今、関係省庁が尽力をしているところです。 

 続きまして資料４－３、事業レビューシートになりますけれども、この行政事業レビュ

ーシートにおきまして、予算額、執行額の欄にありますとおり、令和３年度予算額4700万

円に対しまして、執行の割合は87％となっております。 

 また、令和４年度は4,200万円を計上し、現在執行しているところとなります。 

 内訳といたしましては、消費者政策調査費が大半を占めております。 

 また、成果実績につきましては、食品ロスの削減が国民運動として広がっていることを

示す指標といたしまして、先ほどのシートでもお示しいたしましたけれども、成果目標80％

と設定しているところ、今年度公表いたしました令和３年度の消費者の意識調査におきま

しては78.3％と着実に伸びている状況にあります。こういった観点からも、成果実績は成

果目標に見合っているものと考えて、今、まさに普及啓発に当たっているところです。 

 なお、平成29年度に公表いたしました、消費者庁が徳島県において実施いたしました家

庭における食品ロス削減の実証事業というものがございますけれども、その結果におきま

しては、食品ロス削減を意識して行動に移すことで、家庭から出る食品ロス量を２割削減

できる。また、記録をつけることによって、食品ロスを４割削減できるというような調査

結果も出ておりますので、単に食品ロスを認知するだけではなく、何らかの行動に移して

いただくことによって、日々家庭から出る食品ロス量を削減できるとも考えております。 

 以上、こちらのレビューシートにもありますけれども、私どもといたしましては、引き

続き関係省庁とも連携しつつ、消費者庁が独自に行っております個別の事業も含めまして、

引き続き食品ロス削減の推進に尽力してまいりたいと思っております。 
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 先生方、御評価のほど、よろしくお願いいたします。 

○植田参事官 それでは、質疑応答に入らせていただきます。時間は16時10分まででお願

いをいたします。 

 御発言される方は、挙手などいただきましたら、私から御指名させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 どなたからでもどうぞ。 

 では、伊藤由希子先生、お願いします。 

○伊藤（由）委員 御説明ありがとうございました。 

 他省庁との連携という言葉が何度か見えたと思います。事実上、事業系ロスは農水省が

推計していて、家庭系のロスは環境省が推計していて、例えば食育という点では文科省も

関わっていますし、農水省の地産地消なども食品流通を効果的にするための取組の一つか

と思っております。どこまでが連携の範囲と認識しているのかということと、実際に連携

できている範囲はどこまでなのかという点について、つまり、理想を言えばここも関わっ

ていきたい、ないし、ただ、現実としてはこういったことまではできているという認識に

ついてお伺いできればと思います。 

○食品ロス削減推進室 御質問ありがとうございます。 

 まず、関係省庁におきましては、先ほど個別の予算も公表させていただいておりますけ

れども、基本方針の施策を中心に関係省庁とも実施しているところとなりますが、個別の

施策ごとに、関係省庁が連携して実施する場合もございますし、個別の事業として個別に

関係省庁が単独で行うという場合もございます。 

 今、御指摘のありましたとおり、事業系に関しましては主に農林水産省、あるいは経済

産業省が所管団体も含めまして対応に当たっている一方で、家庭系につきましては、廃棄

物の関係から関係省庁も行っておりますけれども、消費者の行動変容ということに関して

言えば、消費者庁も単独で行動変容を促す普及啓発というところにも当たっているところ

です。 

 ただ、先生の御指摘のとおり、事業系に関しましては、本来であれば関係省庁もしっか

りと連携して様々な団体に対して呼びかけをして、本来であれば消費者庁ももっと踏み込

んで事業系に対しても何らかの施策を講じられればとも思っておりますけれども、確かに

主体的にはまずは農林水産省さんが対応に当たっていただいているところではあります。

当然ながら、業の振興という観点で経済産業省さんも様々なIoT技術を用いた支援というの

も行っておりますけれども、消費者庁においてはやはり普及啓発にとどまるというところ

もございますので、そこは一つの課題かとも思っております。 

 一方で、食品ロス削減推進法におきましては、まず関係省庁で実施している施策を取り

まとめて、そのフォローアップをするという役割を消費者庁が担っております。そういっ

た意味で、食品ロス削減推進会議でありますとか食品ロスの関係省庁連絡会議というよう

な関係省庁の打合せ、取りまとめといったところは消費者庁が司令塔となって実施させて
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いただいているところです。 

 また、複数の省庁にまたがるような施策に関しましては、消費者庁が主体的に動いてい

るものもございます。例えば昨今ですと、全省庁的に役割を終えた国の災害用備蓄食品に

関しては原則フードバンク団体に提供するという申合せを行いましたけれども、その申合

せに関しましては、消費者庁が中心となってその取りまとめを実施したところとなってお

ります。 

 当然ながら、消費者庁として様々な課題に取り組む中ででき得ることは頑張っていると

ころでもありますけれども、さらにそういった事業系あるいは家庭系ということで事業者

と消費者双方にさらなる啓発活動が行える方策というのはしっかり考えていきたいと思っ

ております。 

○植田参事官 よろしいでしょうか。 

○伊藤（由）委員 ありがとうございました。 

 では、楠先生、お願いいたします。 

○楠委員 どうもありがとうございました。 

 ほかの省庁との関わりということで、どうしてもアウトプットの部分とアウトカムのと

ころの因果というものが気になります。ほかのところもいろいろなことをやっているので、

結果的にアウトカムにどういう影響を与えたのか、消費者庁の取組が実際にどこまで影響

を与えたのかということについては何らかの形で検証するような詰めた議論が必要だと思

います。 

 それから、調査結果の活用というところがアウトプットに書いてあるのですが、これは

件数というよりは活用したかどうかというイエスかノーかみたいな話なので、中身が大事

になってくると思うのですけれども、ここで気になったのが、諸外国の措置とかを調査し

ます、これからいろいろ調査して応用しますということなのですが、立法の段階では既に

調査されているのが一般だと思うのです。これはなぜ今やっているのかというと、議員立

法だからなのですか。閣法の場合は一般的には立法の段階でいろいろな調査は済んでいる

と思うのですが、その辺の事情をお聞かせください。 

○食品ロス削減推進室 まずは、今回の食品ロス削減推進法が策定された段階では、議員

立法ということで、今後、各省が臨むべき課題の一つとして、諸外国の先進的な事例を踏

まえた上で、各省庁がその施策を推進すべきといったことも附帯決議に一部書かれており

ますけれども、まずは諸外国の先進事例を調査することによって、これから強力な食品ロ

ス削減の施策を推進すべき内容を検討していくというような流れとなっております。 

 そういった中で、海外調査の活用状況ということになりますけれども、例えば令和２年

度の調査につきましては、食品ロス削減推進法に基づきまして、諸外国における食品寄附

に対する税制優遇あるいは免責制度等の実態を調査しております。令和３年度につきまし

ては、諸外国における食品ロスの実態や政府の施策の先進的な取組というのを調査してお

ります。 
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 この調査内容からも御理解いただけますとおり、まずこういった諸外国の制度を調べ、

それと参考になるような事例を関係省庁が連絡会議や推進会議の中で共有しつつ、個別の

施策につなげていく。今はそういう段階にあると御理解いただければと思います。 

 また、令和２年度の調査につきましては、食品寄附に対する税制優遇や免責制度につき

まして、現在、まさに関係省庁の間でどうあるべきかというところを議論しているところ

となります。例えばフードバンク団体が提供する食品で何らかの事故が起きた場合に、そ

の取扱いをどうするかといったところは、免責制度とともに議論がなされているところで

すけれども、少なくとも最終的な受益者、寄附を受けた受益者がしっかりと救われる制度

として、例えばフードバンク団体に保険に加入させる。これはフランスで先進的な事例が

ありますけれども、そういったところを日本で導入できないかというようなことも今議論

の中で検討をしているところです。 

 こういったことは、海外調査に基づく結果において私どもの議論に反映されている点と

なります。 

 また、令和３年度の調査につきましては、アメリカやイギリスにおいて事業者による自

主宣言を公募し、その取組内容を公表するというような取組がなされておりますけれども、

こういった事業者の努力を消費者の方々に可視化をしていくといった先進的な事例も我が

国において同様の取組ができるのではないかということで、今後同じような対応を消費者

庁が中心となって実施していくことも、今、議論している真っ最中となります。 

 その他、事業者の方々あるいは教育現場における先進的な取組も諸外国においては幾つ

か見受けられますので、そういった報告結果を基に今後の施策をしっかり考えていきたい

も思っております。 

 ちなみに、海外調査の内容につきましては、概要版、詳細版を消費者庁のホームページ

で令和３年度までの調査結果を公表させていただいているところとなります。 

○楠委員 どうもありがとうございます。 

 海外の動向も日々変わっていくと思いますので、これからもそういった調査をきちんと

やっていただきたいと思っています。 

 以上です。ありがとうございました。 

○食品ロス削減推進室 御示唆ありがとうございます。 

○植田参事官 では、漆先生、お願いいたします。 

○漆委員 よろしくお願いいたします。 

 ３点お伺いいたします。 

 まず、食品ロスの問題を自分事とする取組について伺います。世界の持続可能性を担保

するためというのはなかなか行動変容に移りにくい気もするのですけれども、家庭系にお

いて、まず自分で実際どう関わるのかというような情報提供というのはどのようになされ

ているか。また、気持ちで動けない方々に対して、行動科学的なアプローチというのはな

さっているかどうか。 
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 また、事業系については、賞味期限の延長技術というのが大変効果的なのですが、これ

に対するインセンティブはどのようになっているか。 

 また、普及啓発だけではなく、ルール化できることはないのか。例えば持ち帰りを普及

するということですけれども、ホテルなどではこれを禁止しているところも多いので、こ

うしたことをルール化することはできないのかということが１点目です。 

 ２点目は、成果指標のところで、前回も申し上げたのですが、アウトプットの数値を18

歳以上で取っていますが、インプットに関しては18歳以下に行っているものがあります。

今後、18歳以下の数値の調査の可能性はあるのかどうかということをお伺いしたいと思い

ます。データに基づいてターゲット設定を明確にすることが効率につながるという考え方

です。 

 ３点目です。結果報告書の項目を見たのですけれども、これは知っているかだけを聞い

ている項目が結構あるのです。それに対して知っているかとそれに対してどう動いている

かというのはセットで１つずつ聞かないと効果検証になっていかないのではないかなと感

じました。例えば「てまえどり」を知っているかと聞いていて、それをやっているかとい

うのはやはりセットで聞いていかないと、知っているけれども、自分は手前のものは取ら

ないという人もいると思うのです。なので、これはセットで聞かないと、80％と言っても

結果としては行動に移っていないということにならないかなということを危惧したのです

が、これについてが３点目です。 

 以上です。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 まず、自分事とするということであれば、確かに日々の家庭における食品ロス量をまず

知っていただくというところも普及啓発としては一つ行っておりますけれども、そもそも

家庭において食品ロス削減をしようというインセンティブを働かせるために、先ほどちょ

っと御紹介いたしましたけれども、徳島県において実証実験というものを行っておりまし

て、まず食品ロスを意識して行動に移していただくと、２割削減できる。推計としまして、

食品ロスの家計における負担というところを、これは精緻な数字とは言い切れないのです

けれども、食品ロスで家計にかかる負担が年間おおよそ６万円というような推計も出てお

りまして、こういった数字を意識して行動していただければ２割減らせますよというよう

なところも消費者の方々に知っていただくような取組をしております。 

 また、よくダイエットとかでも体重の記録をつけるとやせるというようなことがあるの

と同じように、自分の家庭からどれぐらい食品ロスが出ているのかということを実際に記

録をつけてもらうと４割減らせるというような実証実験というものも行っておりますので、

実際に家庭において食品ロス削減に取り組んでいただければ、家計にも優しい、経済的に

もそういった負担が減るというところのインセンティブが働くような普及啓発というとこ

ろも今行わせていただいております。 

 この辺りは実際に環境問題ということでの取組を理解していただくというところもひと
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つあるのですけれども、実際の経済的なお得感というところも消費者の方々に理解しても

らいながら、かつ、事業系と家庭系半数ずつ多くの食品ロスが出ているということを消費

者の方々に理解してもらいつつ、節電と同じような意識で食品ロス削減にも取り組んでい

ただければというところの呼びかけに今、努めているところです。 

 また、賞味期限の延長技術というのは、まさに企業の方々の努力で、例えばパッケージ

の変更でありますとか、製造技術の改良などによって賞味期限を延長していただくという

ような取組もしていただいておりまして、これはまさに食品ロスの削減にもつながる取組

として優良事例等を紹介させていただいているところですが、ひとつルール化といたしま

して、確かに持ち帰りを義務づけるというところまでは制度上できておりませんけれども、

例えば一つのルール変更といたしまして、今まで賞味期限というのは年月日表示で行うと

いうことを前提としておりましたけれども、今は、大くくり化と言っておりますけれども、

年月表示で表示をすることによって、よりロット管理をしやすくすることとともに、かつ

食品ロス削減にもつながるというような制度上の見直しも行っております。 

 こういったところは、先進的な企業が自らSDGsの意識の下に食品ロス削減の観点から取

り組んでいただいていると理解しておりますけれども、そういった各企業の取組を国とし

ても紹介することによって、様々な企業への広がりというところも考えていければと思っ

ております。 

 あとは、先ほどの商慣習の見直しとして、３分の１ルールを例えば２分の１ルールに見

直していただくというような先進的な取組をしていただいている企業等につきましては、

農林水産省において、別の事業者名の公表というのも行っております。こういった商慣習

の見直し関係を先進的に行っていただいている企業を公表することによって、一つ、さら

なるインセンティブを生むというような取組も関係省庁では行っておりますので、消費者

庁におきましても、そういった先進的な取組を行う企業の公表を今後検討していきたいと

思っております。 

 また、指標のお話がございましたけれども、アウトプットで18歳を一つのクライテリア

としております。それは、私ども、先ほどの食品ロス削減のために何らかの行動をしてい

る国民の割合80％という目標を調査するに当たって、5,000人を対象とした調査を行ってお

りますけれども、これはいずれも全国の18歳以上の方々を国勢調査の性別、年代、地域の

比率を基に算出しておりますけれども、確かに18歳未満の方々は対象としてはおりません。

これは、日頃からスーパーで食品を購入したり、あるいは家庭において調理をするなど、

食品ロス問題に触れる機会の多いと思われる成年年齢以上の男女の方々を対象として調査

を行っているわけなのですけれども、先生の御指摘のとおり、17歳以下への普及啓発とい

うところも非常に重要な問題となります。そういった方々に早い段階から食育も含めて意

識を持っていただくことによって、将来の食品ロス削減の広がりにつながるとも思います

ので、いわゆる成年年齢以下の方々の理解状況というのも今後の課題として検討していき

たいとも思っております。 
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 ３点目といたしまして、先ほどの調査の中で、てまえどりということの認知だけではな

くて、その行動をどう行っているかというところまでやはり調査すべきというような御指

摘をいただいておりますけれども、この御指摘に関しましてはまさにそのとおりかと思い

ますので、アンケートの内容も含めて調査の仕方を少し検討していきたいと思っておりま

す。 

 御指摘ありがとうございます。 

○漆委員 ありがとうございます。 

○植田参事官 では、伊藤伸先生、お願いします。 

○伊藤（伸）委員 よろしくお願いいたします。 

 2020年度が522万ということでかなり減少している。特に事業系については2030年目標と

ほぼ同じぐらいになっているというこの分析をまずお聞きしたいのですが、これはコロナ

によって例えば外食が減ったからとか、何か特殊要因があると感じられているものなのか、

これまでの努力の成果と思われているか。それはいかがでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 御指摘ありがとうございます。 

 これに関しましては２つの解析がございまして、一つには外食の機会がかなり減ったと

いうようなコロナ禍における消費者の方々の行動変容、あるいは事業系の方々の活動が制

限されたというところが要因としてあるのではないかという御意見もある一方で、やはり

食品ロス削減に向けて事業者の方々がかなりしっかり取り組んでいただいた結果も包含さ

れているという評価結果もございます。 

 ただし、コロナ禍において、事業者あるいは消費者の方々というのはやはり大きく行動

が変容いたしましたので、例えば家庭においては制限された中で買い物の機会が減るとい

うことがどう影響したのかといったところ、様々な要因があるかと思いまして、対外的に

は、関係省庁といたしましては、やはりコロナ禍の影響が一定の要因でありながらも、事

業者の方々の努力も見えるのではないかというような評価結果になっております。 

○伊藤（伸）委員 ありがとうございます。 

 多分これは2021もコロナの影響が起きているので、なかなかすぐに効果検証というかコ

ロナ影響がどこまであるのか判断しにくいかなとは思うので、実際にこれだけ約１割も前

年度比で落ちているのはとてもよいことであるからこそ、これがどれだけ継続して下がっ

ていくかということはかなり注目しておく必要があるのかなと思いました。 

 もう一つ、これも現状認識になるのですが、先ほど諸外国調査をやっているという話が

ありました。民間団体でもいろいろ諸外国調査をやっていて、公表されている数字を見る

と、決して日本が特別に国民１人当たりの食品ロス量が多いというわけではないというの

は数字上読み取れているなと思うのですが、一つは、そもそも食品ロスの定義が国によっ

て統一化されているのかどうかによっても変わるのかなと思うのです。日本の法律上の定

義は、飲食料品のうち、医薬品などを除いたもので、まだ食べることができる食品が廃棄

されないようにするというのを食品ロスの削減と定義づけている。この考え方は世界的に
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同じだと捉えていいのでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 食品ロスに関しましては、やはり各国で定義が異なっておりまして、統一的な考えとい

うのは非常に難しいかと思います。日本のように、例えば食品リサイクル法あるいは廃棄

物関係でここまで精緻にデータが取れている国は逆に珍しいのではないかという専門家の

御意見もございます。 

 一方で、国連のフードロスとフードウェイストに関しては定義がございますけれども、

日本においては必ずしもこれと一致していないというところはございますが、基本的に日

本における食品ロス量を推計するに当たって、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されて

しまっている、いわゆる「もったいない」という観点から推計がなされている量としては

かなり精緻なデータが出ているのではないかと思っております。 

 ただ、世界との比較は非常に難しいというところは大きな課題として挙げられる点かと

思います。 

○伊藤（伸）委員 これは感覚論になってしまうかもしれませんが、精緻なデータを日本

は取れている。それによって、食品ロスの量でいくと他国よりもより量が多く見えている

ものなのか、それは逆なのか。感覚論で構わないのですが、いかがでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 日本独自というよりは、諸外国においてアジアと欧米諸国を比較

したようなデータはあるのですけれども、そういった意味で、日本は中程度というような

評価になっていますので、日本が際立って多いかというとそうではないかと思いますけれ

ども、ただ一方で、冒頭に申し上げましたけれども、世界の国連の援助量、WFPの援助量よ

りも多くの食品が食べられるにもかかわらず、廃棄されている。世界でも生活困窮者の方々

が多くいらっしゃって、日本でも７人に１人の子供さんが生活困窮状態にある中で、やは

り食べられるにもかかわらず廃棄されているものがこれだけ大量に出ているというのは、

やはり世界的に見ても大きな数字であると見てとれるかと思います。 

 また、日本は輸入大国ですけれども、諸外国からの輸入量というのが大体3,100万トンと

推計されておりますので、カロリーベースでいうと大体６割を海外から輸入していて、そ

れが3,100万トンのうちの大体５分の１の量が食べられるもかかわらず廃棄されていると

いう状況は、数字としてやはり大きなものと捉えざるを得ないとも思っておりますので、

そこは世界の比較というよりは、半減させると489万トン、そこよりもさらに削減していく

というところも視野に入れつつ、しっかり対応していきたいと思っています。 

○伊藤（伸）委員 まさに今の御回答は同じように思っていまして、食料自給率を勘案し

た中でのロス量でいくと、多分、他の国に比べると一番に近くなってくる。計算するとそ

うなってくるというところは、今のお話は消費者庁としてそこへの危機感を持っておられ

るということだと思いますので、先ほど漆先生がおっしゃっていたように、エビデンスを

しっかり出すことによって国民に対しての意識変容、行動変容を伝えるという中で、単に

今、毎年度、食品ロスはこれだけですというだけではない打ち出し方はやはり必要なのか
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なと。それは今みたいなお話なのかなと思いました。 

 もう一点だけすみません。一番最初の質問につながるのですが、減らさなくてはいけな

いというのは多分国民的コンセンサスが得られやすいことで、では、具体的にどう行動に

移すかということの一つが徳島での実証事業の効果だと思うのですが、どうしても徳島の

事例を見れば見るほど、これに依拠していいものだろうかと思ってしまうのです。先ほど

と介入と非介入で２割の違いがあったという説明があったのですが、ｎは50ずつでもあり

ますし、実際に非介入群も２割減っているのです。もしかしたら、これはモニターでこう

いうことをやりますよと言ったから、そうだ、やらないとなと思ってしまうのではないか

なと。そういうような疑念を打ち消すためには継続調査があったほうがいいのではないか

なと思うのです。半年後、１年後、同じ人がどうなっているのか。もしくはサンプル数を

もっと増やす。そういうものがないと、あまりこれを声高に言わないほうがいいのかなと

思ったのですが、いかがでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 まさに数字としては決して大きい数字ではなくて、世帯数としては50程度の世帯数とい

うことで規模の大きい調査とも言い切れない部分なのですけれども、ただ、結果としては

非常に重要な内容となっておりまして、消費者の方々の行動変容につながる重要な調査だ

と据え置いて啓発に当たっているところなのですが、おっしゃるとおり、この辺りは継続

的に実施することによってさらに見えてくるものがある可能性がございます。予算的な問

題もございますけれども、先生の御指摘のとおり、このような調査というのはまた再度Ｎ

数を増やして対応するということも検討してまいりたいと思っております。 

○伊藤（伸）委員 ありがとうございます。 

 繰り返しなってしまうのですけれども、2020の数字はよかった。それと、消費者庁だけ

ではないですけれども、農水省、文科省、ほかの省庁も今までやってきたこととどれだけ

の因果関係があるのかということを見るのがやはり大切なのかなと。これを見ると、実は

大変だなと思いながら、その意味で、今の徳島のような調査をもっと具体的にやっていく

必要あるのかなと思いました。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

○植田参事官 川澤先生、お願いします。 

○川澤委員 説明ありがとうございました。 

 先ほど、漆先生から認知度と行動についての調査の問いかけの方法についての御指摘が

あったかと思います。私も、今、78％超という形で認知度はかなり目標水準には近くなっ

ているのだと思うのですが、あと２％達成、２％増加するというよりも、今ある78％の認

知をされている方の行動をいかに増やしていくかというところもかなり重要ではないかな

と思っておりまして、その意味で、今、アウトカムとして認知度だけを設定されています

けれども、認知した後の行動がどのぐらい変容しているかという度合いを併せて成果指標

として設定することが次のアクションにつながるのではないかと思っております。その辺
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りというのはいかがでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 御指摘ありがとうございます。 

 確かに２％上がるのを単に待つということだけではなくて、消費者の方々の行動変容と

いうところをいかに促していくかというところが重要になるかと思っております。 

 そういった意味で、草の根ではあるのですけれども、今、食品ロス削減推進サポーター

というものを全国の都道府県と協力をしながら増やしていこうという取組を行っていると

ころです。今年度からまさに開始するのですが、先ほど御紹介させていただきました食品

ロス削減ガイドブックと200ページに及ぶ教科書とはなるのですけれども、内容としては学

生さんから大人まで幅広く理解しやすいガイドブックとなっておりまして、このガイドブ

ックを使って地域地域で食品ロス削減について普及啓発を図っていただくサポーターの育

成というのを始めております。これから講義等を行って認証というのを進めてまいります

けれども、現在1,000人規模での登録をいただいております。これからこの数をどんどん増

やしていって、地域地域で食品ロス削減の情報発信をしていただけるような方々を増やし

ていって、個別の家庭にまで届くような方策をやっていきたいと思います。 

 また、ここ最近、デジタル関係の情報発信等にもかなり力を入れているところですけれ

ども、様々な著名人を用いた、例えば食品ロス削減の有益なレシピの情報発信とかを著名

人に動画配信していただくようなことも行っております。これに関しては、やはり数万レ

ベルでの普及啓発というところが期待でき、実際に視聴率を稼いでおりますけれども、そ

ういったデジタル関係の情報発信というところにも力を入れていきたいとも思っておりま

す。 

 リアルとデジタル、双方を用いて個別の消費者の方々の行動変容を促していくことによ

って、２％と言わず、さらなる数字を上げていく方策を模索していきたいと思っておりま

す。 

○川澤委員 御説明ありがとうございました。 

 今、御説明の中で食品ロス削減サポーターというお話があったかと思います。これにつ

いては今年度からということなのですが、少しウェブで検索しますと、サポーターになり

たい人が手を挙げて認証を得るという仕組みかと思います。そういった自主的なサポータ

ーになりたい方を認証するというプロセスも大変重要だと思うのですが、一方で、今まで

の施策を講じられている中でどういう対象について、例えば認知度が低い、行動が低い。

ターゲットというのがある程度あるのだと思うので、そのときに、手挙げだけではなくて、

どういう方になっていただきたい、どういう方になっていただくとその周囲に対して食品

ロスの重要性が波及する。そういったある意味戦略的にサポーターをつくっていくという

取組も必要なのだとは思うのですが、その辺りというのはいかがでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 まさにそこは課題だと思っておりまして、我々が今ターゲットとしているのは、ある意

味食品ロス削減とかといった環境問題も含めてですけれども、意識の高さを一定程度お持
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ちの方々と思っております。一方で、そういったところにふだんあまり興味を持たれない

方々に対してどうこの食品ロス問題を認知していただくかというところはひとつ大きな課

題と思っておりまして、そういった意味でひとつ期待をしておりますのは、今、食育基本

法でも食品ロス削減を取り扱っていただいておりまして、学校教育の場でも食品ロス削減

問題を取り上げていただくようにお願いをしているところです。学校教育であれば、興味

がある方、ない方も含めてこういった問題があるのだということをインプットすることも

可能かと思っておりますので、そういった取組も文部科学省を中心に今お願いをしている

ところです。 

 また、消費者庁独自の取組といたしましては、親子の方々をターゲット、特に幼児の方々

を対象として、食品ロス削減問題を取り上げた絵本というのも作成しております。親御さ

んがその絵本を通じて読み聞かせすることによって、親世代あるいは小さな子供さんにも

食品ロス問題というのを認知してもらって、興味を持ってもらうといった取組も併せて行

っておりますので、まさにこれからそういった広げ方というのはひとつ戦略として工夫を

していかなければいけないというのは課題だと思っております。 

○川澤委員 分かりました。ありがとうございます。 

 最後に１点だけ。今おっしゃっていただいた学校教育というところも私も非常に重要だ

と思っていまして、全然違う事業で不当表示広告の消費者教育事業から行政処分につなが

って、非常によい取組だというところを報道ベースで拝見しまして、消費者庁の取組は学

校現場の課題検討に非常になじむのではないかというような印象を持っておりまして、そ

の推進会議の中にも文部科学省は当然入っていて、先ほど各府省ごとの整理をしていただ

いた中にも事例集等を実施するというのがございますけれども、恐らく文科省で、どうい

う事例集なのかは分からないですけれども、全体を見てどういうターゲットにどういう普

及啓発の内容が必要かというのは、ある意味全体を見られている消費者庁さんのほうが情

報をお持ちの可能性もあると思いますので、複数の府省で同じような事例集を作るという

のは非効率的だと思いますし、やはり普及啓発というのは消費者庁が担って知見がある部

分だと思いますので、ぜひその辺りは積極的に取り組んでいただきたいですし、非効率が

ないようにしていただきたいなと思いました。 

 以上です。 

○食品ロス削減推進室 貴重な御意見をありがとうございます。 

○植田参事官 質疑の16時10分まであと10分程度になりましたので、恐縮ですが、コメン

トシートへの評価結果のコメントの入力、記載を始めていただければと思います。その際、

コメントの中で特に強調いただきたい部分がありましたら、下線を引いていただければと

思います。それと併せて質疑も続けさせていただきます。 

 石堂先生、お願いいたします。 

○石堂委員 レビューシートのアウトプットのところを見ていきますと、それなりに順調

な実績が上がっていることは分かるのですけれども、例えば数を見ても、日本は１億の人
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口があり、世帯数で5500万ですか。また、事業者数も何百万という数字からいくと、あま

りにも規模が小さ過ぎるような感じがするのです。これについて、先ほども御意見がござ

いましたけれども、食品ロスの実態とか、あるいは実際に取られている施策について、直

前にも学校教育を通じてというお話もありましたけれども、特にマスコミあるいはネット

を通じて情報発信をどう強化していくかというのは非常に大事なのではないかなと思いま

すが、この辺について、これまでやってきたこと以上に何か対策を考えておられるかとい

うことを一点お伺いしたいと思います。 

 それから、各省庁で取られている施策の連携のようなお話が出てくるのですけれども、

この食品ロスの施策全体として見れば基本方針があって、それをどう実現していくかとい

うことでやっていくとなれば、全体としてこういうものをやるぞというある意味では体系

的なものがあって、それを各省庁が分担している。その分担しているものが歩調を合わせ

てちゃんと進んでいるかということを見ていくというのが本来あるべき姿ではないかなと

思うのですが、逆に言うと、そのように行われているものと理解していいのかどうか。そ

れはこういう理由でなかなか実現していないのだということなのか、そこをお伺いしたい

と思います。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 マスコミを通じた情報伝達は不可欠という御指摘をいただいております。まさにそのと

おりだと思っておりまして、消費者庁が単独で行う普及啓発だけではなくて、国民運動の

醸成を図るということは非常に重要ですので、私どもの力というよりも、著名人の方々の

力もお借りする、あるいは企業との連携を取り組んでいくといったところもしっかり進め

ていきたいと思います。まさに御指摘については今後の課題だと認識しておりますので、

情報発信強化にも取り組んでいきたいとも思っております。 

 ただ、普及啓発というのも予算が限られているところではありますけれども、予算を使

わずにできる普及啓発というのもあるかと思っております。例えば昨年度から日本フラン

チャイズチェーン協会との、全国のコンビニエンスストアとの協働によるてまえどりの呼

びかけに関しましては、民間団体、企業の皆様の御協力をいただき、実施をしているとこ

ろです。また、川柳コンテストは非常に多くの応募を幅広い層からいただいておりますけ

れども、この川柳コンテストのいわゆる大臣表彰を受けた川柳、あるいは長官表彰を受け

た川柳を、今後、例えば今、一部企業の方から御協力をいただけることとなっているので

すけれども、牛乳のパックとかパッケージに川柳結果を掲載するという御協力も企業の方

からいただける調整を今図っているところです。そうしますと、１日に数百万人規模で川

柳に触れる、他の方々が自分のことと据え置く形で考えていただいた川柳の内容を見て触

れていただくことによって、また食品ロスという問題を身近に捉えていただく、こういっ

た行政ではなかなかできない取組を企業の方のいわゆるCSRの観点から御協力をいただい

ているというところも今進めているところですので、まさに行政で足りない部分というの

を様々な力を借りて進めていきたいと思っております。 
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 ２つ目といたしまして、体系的に見られる体制が整っているのかというお話をいただい

ております。これに関しましては、基本方針に関してどの程度どの省庁が何をどう進捗を

していて、どう連携できているかということに関しましては、関係省庁の連絡会議あるい

は食品ロス削減の推進会議におきまして、進捗状況を報告いただいております。そのフォ

ローアップというのも消費者庁のほうで取りまとめをして、各会議における報告内容は全

て公表させていただいております。 

 今日、参考資料としてお付けしております基本方針に沿った各施策ですけれども、それ

ぞれの施策がどの程度進捗状況にあるかということに関して個別に報告をいただいて公表

しているところですので、ある意味体系的に個別の省庁が何がどう進んでいるのか、ある

いは連携してしっかり行えているのかどうかということに関してはある程度世の中にお示

しすることができているのではないかと考えているところです。 

○石堂委員 ありがとうございました。 

○植田参事官 それでは、伊藤伸先生、お願いします 

○伊藤（伸）委員 今の関連で、先ほど来ずっと出ている関係省庁の役割分担の中で、食

品ロス削減推進会議も、今、お話があった各省庁連絡会議も、運営というか事務局に当た

るのは消費者庁ということでいいのですよね。 

○食品ロス削減推進室 はい。消費者庁が担っております。 

○伊藤（伸）委員 その意味では、いろいろな省庁がやるのだけれども、消費者庁がある

意味で食品ロス削減の旗振り役だという認識で間違いないですよね。 

○食品ロス削減推進室 そのように御理解いただければと思います。 

○伊藤（伸）委員 そこと、この間というのか、いろいろ資料やホームページを見ている

中で感じるのは、食品ロス量522とか、この数字を実際につくっているのは農水省になると

思うのです。情報量でいくと圧倒的に農水省が持っているのかなと。その意味で、だから

といって旗振り役ができないわけでは当然なくて、個々の省庁が専門性を持って、持って

いる情報をしっかり消費者庁が把握した上で、ただし、2030年に半減するということのあ

る意味で主たる責任者は消費者庁なのだと思いを持って、だからこそ、何となく今の啓発

は国民啓発に限っているところもあるような気がしたのですが、それだけではなくて、各

省に対してもっともっと取り組まなくてはいけないのだという意味での各省の旗振り役だ

と捉えていいのでしょうか。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 今いただいたような御指摘も含めて、私どもとしては、政府全体としての目標、まさに

基本方針に示されるような各目標を達成すべく、その旗振り役、もしくは進捗を管理する、

場合によっては、複数の省庁にまたがるような課題に関して、その解決に当たるというよ

うなことは、消費者庁の役割としてしっかり担っていかなければならない。中心的役割を

担う省庁であると考えております。 

○伊藤（伸）委員 最後はコメントになってしまいますけれども、私、内閣府に何回か在
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籍しているので、一省庁で賄い切れないものに調整役という名で内閣府が入るけれども、

内閣府には情報も権限もなくて何となく形だけになってしまって、結果、物事の解決に結

びつかないという案件はたくさんあったかなと思っていて、だからこれがそうだと言うつ

もりはないのですけれども、そういう意味では、消費者庁の役割はここなのだということ

が、少なくとも今日のこの事業だけでいくとなかなか見え切れないのではないかなと。だ

から、この間の御質問、御指摘もあったのかなと思いますので、そこを明確にしておく。

明確というのは、消費者庁はこういう役割で、ある意味2030年半減の責任を持っているの

だというところぐらいの明示をするということもありなのではないかなと感じました。 

○食品ロス削減推進室 ありがとうございます。 

 まさにそういった意味で、先ほど御意見としてもいただいておりましたけれども、諸外

国における調査事業というところを消費者庁が今、中心となってやっておりますけれども、

世界における先進事例という情報の蓄積を消費者庁が中心となって担うことによって、関

係省庁に対してこういった施策はどうだというような提案をしていくことも可能かと思っ

ております。情報の集約あるいは司令塔としての役割として、先進的な事業内容の情報蓄

積というのも役割として担っているかと思いますので、そういった意識をしっかり持ちつ

つ頑張っていきたいと思っております。 

○植田参事官 それでは、これまでの御議論、その他論点に記載されていないような内容

を含めてで結構ですけれども、何か追加で御質問、御意見はございますでしょうか。 

 伊藤由希子先生、お願いします。 

○伊藤（由）委員 細かな点になるので、時間がなければやめようと思っていた点です。 

 パンフレットは当初25万枚コロナ前は作っていたものを４万枚、１万枚と減らしていっ

て、こういった無駄なものを減らしていくというのは、まさに食品ロスの観点と同じく、

無駄な啓発授業を減らすということも大事な啓発事業だと思っております。 

 レビューシートを見ておりますと、4700万円のうち3000万円ぐらいが吉本興業の委託費

になっていて、著名人の発信力が大きいということも、理解はしつつ、ただ、大手の芸能

事務所に使ってしまうのではちょっともったいないかなと。おっしゃっていたように牛乳

パッケージに川柳を入れ込むとか、そういった草の根というのですか、お金をかけずにで

きるけれども、毎日当然いろいろな家庭で牛乳は飲むし、卵なども食べるし、そういった

ものにどんどんメッセージを発していくというさりげない試みの工夫がこれから求められ

るのかなと。省庁としては予算を取って何ぼみたいなところもしかしたらあるのかもしれ

ないですけれども、意外に私たちの生活に身近なことというのは、そんなに大々的な宣伝

をしなくても、あるときには普及していくものだと感じております。 

 以上です。 

○食品ロス削減推進室 御指摘ありがとうございます。 

 まさに吉本興業に今回1,000万の予算をかけて、著名人を活用した形で、まず食品ロスの

情報発信と、食品ロス削減につながるようなレシピの動画配信とかも、今回、予算の中で



 

20 

 

メディアミックスという形で、YouTubeのみならず、様々なSNS等も通じて、あと、リアル

イベントというのも実施していただきました。著名人を使った一定程度、数万人規模とい

うような情報発信というのは、なかなか行政ではできない部分がございますので、そうい

った意味では一定程度効果はあったかと思います。 

 ただ一方で、予算を使わない形での普及啓発、今後、牛乳パッケージとかにも、牛乳だ

けではないのですけれども、かなりの商品でそういった川柳を掲載いただくような御協力

もいただける道筋ができておりますので、いわゆる費用対効果も様々鑑みた形で、情報発

信、展開というのはまさに草の根的にやっていきたいと思っております。ありがとうござ

います。 

○植田参事官 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、お時間になりましたので、質疑、議論はここまでとさせていただきます。 

 外部有識者の皆様におかれましては、コメントシートを事前に御連絡しているメールア

ドレスに御提出いただきますよう、お願いいたします。 

 この後、今の質疑応答を踏まえまして、石堂先生を取りまとめ役として評価結果及び取

りまとめコメントを皆様に御審議いただきますので、しばらくお待ちください。 

（集計中） 

○石堂委員 お待たせしてすみません。 

 各委員からのコメントを見せていただきました。今、ざっと目を通しただけでございま

すけれども、まず、評価結果の集計のほうですが、全員「事業内容の一部改善」というこ

とで一致しておりましたので、これでいきたいと思います。 

 それから、いただきましたコメントシートの中から、ざっと見ただけではありますけれ

ども、特徴的なものを幾つか挙げさせていただきます。 

 まず、厳しい意見ですけれども、今やっている啓発事業と食品ロス削減が結びついてい

るというところのエビデンスがやはり弱いのではないかという御意見。そのためにも、食

品ロスが減ったなら減ったときの分析をより明確化する必要があるのではないかという御

意見。 

 また、消費者庁は、国民の意識啓発だけでなくて、各省庁の旗振り役、司令塔としての

機能を強化すべきではないかというような御意見。 

 また、半期のアウトカム指標について、今後は食品ロス削減の行動の度合い、行動量の

ほうに特化していくような方向がよろしいのではないかという御意見。 

 それから、より啓発効果が期待できるターゲット層に、教育現場を通じて資源を投入す

る必要があるのではないかという御意見。 

 また、ロジックモデルのアウトプット指標とアウトカム指標の間には距離があり過ぎる

のではないかという御意見。 

 また、消費の行動変容に関する情報をどう観察し、それをどう説明できるかを考えてい

ただく必要があるのではないかという御意見。 



 

21 

 

 また、事業系のロスを削減するため、インセンティブを各省庁と連携して設計してはど

うか。これは各省庁との連携という言葉がたくさん出てくるのですけれども、いわば計画

段階から連携してやっていってはどうかという御意見かと捉えました。 

 また、消費者教育はより早い時期に開始したほうが有効なので、特に年齢制限をおかず

に進めるほうがいいのではないか。調査等についても年齢制限をかけずにやったほうがよ

ろしいのではないかという御意見です。 

 それから、先ほどとちょっと類似しますけれども、食品ロスについて知っているかとい

うことと、どう行動しているかということは、両方きちんとセットで聞くべきではないか

という御意見。 

 また、商習慣を大切にする取組というのは他省庁にも存在するので、十分な情報共有を

図っていくべきでないかという御意見です。 

 それから、消費者庁の試みによって食品ロスが変化している直接的な因果関係というの

はなかなか立証が難しい、これは先ほどもあった御意見ですけれども、なかなか難しいも

のがあるのではないかという御意見でありました。 

 それから、やはり外的な環境の変化が大きく物事を左右する要素があるのではないかと

いうことで、普及啓発について重要である領域、相対的に最も重要な領域はどこにあるか

というような検討が必要なのではないかという御意見です。 

 このような御意見がございました。非常に多岐にわたる御意見があったわけであります

けれども、私のほうで取りまとめ案として考えましたものを読み上げさせていただきます。 

 食品ロス削減は、2015年、国連総会の持続的開発に向けたアジェンダ2030でも触れられ

た世界的な課題に対応するものであり、食料需給率が低く、大量の輸入食料に頼っている

我が国にとっては、特に重要な意味を持つ事業と捉えられている。 

 レビューシートに示された施策の進捗はおおむね堅実な傾向を示してはいるが、今日の

公開プロセスの場で国民運動に育てるための自分事として受け止めてもらうための環境の

整備とか、学校教育の場を通じた普及活動。それから、マスコミ等を通じた情報発信、こ

れは食品ロスの実態、食品ロスに対する対策の両面で情報発信の強化を図っていくべきで

ないかというような様々な意見があったところであろうかと思います。 

 また、現在設定されているアウトカムについても、一見分かりやすいものではあるので

すが、最終目標であります食品ロスの削減についての里程標としての機能を考えると、改

善の余地があるように思われる。 

 以上のような点を公開プロセスの対象事務に関する意見の取りまとめとし、事業の一部

見直し、改善を求めることとしたいと思います。 

 なお、これに加えて、本年２月のロシアによるウクライナ侵略を機に、経済金融関係の

混乱、物流の阻害、食糧不足の懸念、諸物価の高騰などが世界的規模で発生しており、食

品ロス削減は全く新たな重要性を帯びる事態となったと考えられるのではないか。この新

たな局面への対応として、これまで行ってきた取組にとどまることなく、我が国の特状を
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考慮した体系的な対策の構築を図り、2015年時点で国連が構想した目標を超えて、食品ロ

ス削減に向けた強力な国民運動の形成と実効性のある手だてにつき、消費者庁が司令塔と

してリードしていくことが求められるのではないかと思われる。 

 多少公開プロセスの趣旨を超えるかなとは思ったのですが、現下の情勢を無視するわけ

にもいかないなと思って一言付け加えさせていただきました。これらの内容を取りまとめ

案といたしたいと思いますけれども、各委員の御意見をよろしくお願いしたいと思います。 

（「異議なし」と声あり） 

○石堂委員 お一人ずつ全員から賛同を得られたのかどうか、私のほうで分からないので

すが、こんな取りまとめでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、御意見はないようですので、この評価、取りまとめコメントを公開プロセス

の結論とさせていただきます。 

 消費者庁の事務局におかれましては、今の結論の内容を落とし込んだ資料を後日皆さん

に送付していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○植田参事官 ありがとうございました。いただきました評価、御意見を踏まえてしっか

り検討を行いまして、今後の予算要求や執行等においてしっかり対応してまいりたいと考

えております。 

 担当課から一言ありますか。 

○食品ロス削減推進室 委員の皆様、大変貴重な御意見をありがとうございました。 

 まさに今後、消費者庁として、いかに司令塔として力を発揮していくかということが大

きな課題と認識いたしましたので、しっかり対応してまいりたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○植田参事官 長時間ありがとうございました。 

 以上で「令和４年度消費者庁行政事業レビュー公開プロセス」を終了させていただきま

す。本当にありがとうございました。 


